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北海道総合開発計画に関する道意見 

今、北海道は、不安定な国際情勢を背景に、エネルギーの安定的な確保や、食料・

経済の安全保障が課題になるなど、社会や経済の大きな変化に直面するとともに、人

口減少・少子高齢化の進行により、地域の暮らしや経済を支える担い手の不足といっ

た課題も深刻化しています。また、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震などの大規模

自然災害に対する備えも喫緊の課題となっています。 

道では、こうした変化や課題に対応していくため、現行の総合計画の計画期間を超

えて展開する政策の方向性を、広くお示ししていく必要があるとの考えから、新たな

総合計画を策定することとし、新たな北海道総合開発計画と同じ 2024 年度からスタ

ートできるよう、同年夏頃の策定に向けて、現在検討を進めているところです。 

こうした中、北海道が持続的に発展していくためには、国と道が、同じ方向性をめ

ざして計画を策定し、より一層連携を図ることにより、施策の相乗効果を生み出して

いくことが重要となります。 

つきましては、新たな北海道総合開発計画の策定及び推進に当たっては、道の新た

な総合計画策定の考え方などを踏まえ、調和と連携を図っていただくとともに、特に

次の事項について必要な行財政措置も含めご配慮くださるよう、お願いいたします。 

記 

１ 計画の策定に関する事項 

  北海道開発の基本的な枠組みの根幹をなす新たな北海道総合開発計画について

は、閣議決定し、実効性を確保しながら推進すること。 

２ 計画の推進に関する事項 

（１）新たな北海道総合開発計画の推進に当たっては、道の新たな総合計画に基づき

取り組む施策と連携し、施策・事業を展開していただきたいこと。 

（２）地域の特性や特色に応じた政策を展開するため、道央、道南、道北、オホーツ

ク、十勝及び釧路・根室の６つの連携地域ごとに策定する「連携地域別政策展開

方針」における重点的な施策・事業の推進を支援すること。 

（３）道や道内市町村、地域住民、企業、教育機関など、多様な主体との連携・協働

を一層強化するとともに、経済社会情勢の変化などを踏まえた計画のフォローア

ップに道などが参画すること。 


